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書類 項番等 留意点等 

 「 ※ の 記 載 欄 」
（＜口座情報等
＞） 

○ （1）（2）について、口座等の開設先を投資主名簿等管理
人としない場合に限り、該当する欄に必要事項を記載して
下さい。 

○ なお、当該口座等の開設先を投資主名簿等管理人とし
ている場合には、当該投資主名簿等管理人から当該口
座等の情報が届出されますので、記載の必要はありませ
ん。「空欄」としてください。 

新規記録通知書
（ ST （ 移 行 ）
04-3） 

－ ○ 投資口の移行については、法律上、株式のような転記
手続が設けられておらず、発行者による新規記録通知に
より振替口座簿の記録が行われることになるため、その
間、市場取引等が制限されないよう、本通知書（注）を提出
していただくことにより、実務上、施行日前日までに機構
に預託されていた投資証券に係る投資口については、施
行日に新規記録を行うための所要の手続（実質的には株
式の転記手続に準じる）を行う等の対応がされることにな
ります。 

 
（注） 機構から証券会社等の機構加入者 （参加者）に通知されることにな

ります。 

 （本文） ○ ①「会社名・代表者役職名・氏名」・「コード番号（4 桁）」
の記載、「捺印」及び②「同意書兼通知書を提出した日」
をご記入ください。 

○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 
 
（4）「手数料請求先等に関する届出書（発行者用）」関係（共通） 

書類 項番 留意点等 

「手数料請求先
等に関する届出
書（発行者用）」
（ＳＴ99-1） 

－ ○ 「会社ごとに 1 枚」の提出となります。 
○ 既に短期社債等振替制度において「手数料請求先等に

関する届出書」をご提出いただいている場合であっても、
株式等振替制度用として改めて、ご提出ください（注１）（注

２）。なお、短期社債等振替制度においてお届けいただい
た手数料請求先に関する届出内容と同じ内容でお届けい
ただくことも可能です。 

 

（注１） 株式等振替制度に係る請求書は、短期社債等振替制度に係る請

求書とは別に送付されることになります。 

（注２） 手数料のお支払いは、機構の指定する支払期限までに機構の指

定する複数の機構名義の金融機関預金口座のうちお好きな口座への振

込みによる方法となります。なお、機構の指定する機構名義の金融機関

預金口座については、初回の手数料請求時（来年 6 月）に請求書にてご

案内いたします。 

 （本文） ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。なお、「届出印」について
は、「株式等振替制度参加に係る届出書②（ST（移行）
01-2-2）（ST（移行）04-2-2）（ST（移行）05-2-2）」にて届
け出た代表者の届出印を捺印してください。 

 
以 上 




